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外商投資企業清算フローチャート 

 

                                

 

 

 

 

 

解散事由が生じた日から 15 日以内に清算委員会を設立 

清算委員会の設立 
（清算委員会の構成員等を会社登記

機関に届け出なければならない） 

・債権者への通知

（10 日以内） 

・清算の公告（60

日以内） 

・ 債 権 の 届 出

（ 30or45※1 日以

内） 

・会社財産

の整理 

・貸借対照

表および財

産目録の作

成 

清

算

案

の

作

成 

・自ら清算: 
権力機関の承認
（ネガティブリ
スト※2 に該当す
る場合） 

・強制清算: 
人民法院の承認 

・清算費用の支払い 

・従業員の賃金、社会保険

料は法定補償金の支払 

・未納税金の納付 

・会社債務の返済 

清算委員会は、会社の財産

が債務の完済に不足する

ことが判明した時は、人民

法院に破産宣告を申請し

なければならない 

破産宣告および送達 

破産財団配当案は、人民法

院の裁定により認可を受

けた後、管財人が執行 

残余財産がある場合、出

資比率または株主が保有

する株式比率による分配 

清算報告の作成 

・自ら清算： 

清算権力機関の承認、

審査認可機関に提出

（ネガティブリストに

該当する場合）                                   

・強制清算: 

人民法院による承認 

抹消登記の申請 

・商務部への届出（ネ

ガティブリストに該

当しない場合）  

・税務登記抹消 

・税関手続 

・外貨登記抹消  

    

人民法院による破産手続

の終結裁定 

※1 通知書を受領した日から 30日以内、通知書を受領していない場合は公告の日から 45日以内。 

※2 ネガティブリストは外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2021 年改訂版）で確認できる。 

※3「五証合一」の実施後、新規に営業許可証を取得した企業には統計登記証・組織コード証が発行されないため、統

計登記証・組織コード証の抹消も不要となる。 

工商登記抹消および公告 

・統計登記証の抹消※3 

・組織コード証の抹消※3 

経営期間満了

による解散 

株主会・董事

会の決議によ

る解散 

人民法院の判

決による解散 
行政機関による営業許可証の取

消等による解散 

会社の解散につき、期限を徒過し

ても清算委員会を成立させ清算

を行わない場合等、人民法院が清

算事件を受理した場合は、すみや

かに清算委員会を組成する 

債務者が期限の到来した

債務を弁済できない場合

等、債務者または債権者

は、人民法院に破産清算を

申し立てる 

破産財団換価案を作成

し、債権者集会に提出 

破産財団の換価・売却 

配当 


